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Ⅵ 市が独⾃に設定する事項 

１．居住検討区域の設定に関する事項 
土地利用状況、各種法規制の状況等を踏まえ、鉄道駅周辺に安全で利便性の高い市街
地を構築するために都市計画制度を活用し、市街化区域への編入を検討する区域を設定
します。 

 

（１）市街化区域への編⼊検討地区 

市街化区域への編入検討する区域については、都市計画法施行令第８条第１項第１
号、規則第８条の適合及び農地転用許可基準（鉄道駅から半径 500ｍの区域）の要件、
ハザード等を踏まえ、以下の手順により、居住検討区域として設定します。 

  

市街化調整区域内

で、居住検討区域に

含まない区域 

カ）その他、市として居住を誘導することが適当でないと判断する要

素（国史跡範囲等）でないこと 

ウ）原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域（土砂災

害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩

壊危険区域）でないこと 

エ）それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を

防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備の見込み等を

総合的に勘案し、居住を誘導することが適当ではないと判断され

る場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区

域（土砂災害警戒区域、浸水想定区域のうち、家屋倒壊等氾濫想

定（氾濫）及び家屋倒壊等氾濫想定（河岸侵食））でないこと 

オ）それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を

防止し、又は軽減するための施設の整備状況や整備の見込み等を

総合的に勘案し、居住を誘導することが適当と判断する区域（浸

水想定区域、その他の調査結果等により判明した災害の発生のお

それのある区域（液状化危険区域））であること 

No 

No 

No（該当無） 

居住検討区域 

Yes

Yes

No 

ア）農地転用許可基準を踏まえ、鉄道の駅が 500m 以内にある等、市

街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地である

こと。あるいは、上位計画で既に位置づけがなされていること 

イ）・既成市街地に連続していること 

・現に相当程度（宅地化率 40％以上）宅地化していること

・おおむね 10 年で既成市街地になることが見込まれること

Yes

Yes

市街化調整区域内

で、居住検討区域に

含まない区域（原木

駅周辺、韮山駅周

辺） 

市街化調整区域内

で、居住検討区域に

含まない区域（田京

駅と大仁駅の中間

圏内の市街化調整

区域（新サービス業

拠点）の一部、田京

駅周辺地域の一部）

 

市街化調整区域内

で、居住検討区域に

含まない区域 
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（２）居住検討区域の設定 

（１）の手順により導き出された居住検討区域を、以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 居住検討区域図 

  

●伊豆長岡駅東側地区 

・伊豆長岡駅の徒歩圏内に位置する東側と北側の地区は、韮山南小学校周辺の集落地 
・市街化区域に隣接し、県道韮山反射炉線にも隣接している区域 

▽上位・関連計画における位置付け 

第２次伊豆の国市総合計画 

・ 都市機能拠点 
・ 鉄道駅の周辺一帯は、賑わいの創出等を図るため、周辺環境との調和に配慮しつつ、都

市機能や居住機能を誘導する 
・ 低・未利用地については、周辺土地利用等との調和に配慮しながら、居住用地への転換

等も視野に有効利用を進める 

500ｍ 
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 ■ 居住検討区域図 

  

●田京駅西側地区 

・ 西側は国道 136 号バイパス及び 414 号に近接し、東側は国道 136 号に隣接する。大仁支

所、田京駅に隣接し、大規模工場跡地が存在 
・ 農業振興地域に属し、一部、農用地区域として指定 
・ 田京駅の徒歩圏内に位置することから、周辺には生活利便施設等も集積 

▽上位関連計画における位置付け 

第２次伊豆の国市総合計画 

・ 都市機能拠点。 
・ 鉄道駅の周辺一帯は、賑わいの創出等を図るため、周辺環境との調和に配慮しつつ、都

市機能や居住機能を誘導する 
・ 低・未利用地は、周辺土地利用との調和に配慮しながら、産業誘致や居住用地への転換

等も視野に有効利用と位置づけ 
都市計画マスタープラン：地域別構想（地域拠点、商業系土地利用検討地区） 

・ 市街化区域への編入と、これに伴う面的都市基盤整備の実施を検討 
・ 商業系土地利用検討地区を中心に既存市街地に隣接する新たな市街地を形成し、伊豆地

域における新たな地方拠点づくりを図る 

500ｍ 
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 ■ 居住検討区域図 

 

 

  

●国道 136 号及び伊豆中央道大仁南インターチェンジ周辺地区 

・ 西側は国道 136 号バイパス及び 414 号に近接し、東側は国道 136 号が縦断する 

・ 農業振興地域に属し、地区東側が農用地区域として指定 

▽上位関連計画における位置付け 

第２次伊豆の国市総合計画（基本構想：新サービス業拠点） 

・ 時代の変革に対応する企業の誘致や地域に密着したサービス業の集積を誘導 

都市計画マスタープラン：地域別構想（新サービス業拠点） 

・ 時代の変革に対応する企業の誘致や地域に密着したサービス業の集積を誘導 

・ 既存市街地に隣接する新たな市街地を形成 

500ｍ 
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２．地域⽣活機能拠点及び将来的に居住検討区域の設定について検討 
する区域に関する事項 

韮山駅周辺は、アクセシビリティは優位であるものの、居住誘導区域内での都市機能
の集積が比較的進んでいない状況であること、市街化区域及び用途地域の指定状況が整
わないことから、都市機能誘導区域を設定しません。 
一方で、上位・関連計画における位置づけがあることから、韮山駅から概ね半径 500
ｍの区域については、地域生活機能拠点（※１）を設定します。なお、誘導施設を定め
ての規制・誘導は行いません。 
また、生活環境の変化等を踏まえ、市街化調整区域における居住検討区域の設定につ
いても検討します。 

 
※１：地域生活機能拠点：地域生活機能（医療（一般診療）・福祉、保健、子育て、商業（スーパー

マーケット、コンビニエンスストア等）・公共系）の維持・充足に努める区域を市独自に設定

するもの。 

 

 

■ 地域生活機能拠点及び将来的に居住検討区域の設定について検討する区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
500ｍ 

1ｋｍ 

韮山交番

県立東部特別支援学校 

四日町公民館 

静岡銀行 韮山支店 

岸クリニック 

韮山スーパー 

韮山小学校、韮山小
学校放課後児童教室

松並公民館 

韮山体育館 

韮山中学校

県立韮山高等学校

あゆみ保育園

韮山保育園 韮山医院 

韮山文化センター 

韮山図書館 

伊豆医療福祉センター 

韮山北条簡易郵便局 

寺家区公民館 

時代劇場公園 

地域子育て支援センターすみれ 

健院伊豆の国

マックスバリュエクスプレス韮山
韮山福祉保健センター 

将来的に居住検討

区域の設定につい

て検討する区域 
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 ■ 居住検討区域、地域生活機能拠点及び将来的に居住検討区域の設定について検討する区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

伊豆長岡駅 

韮山駅

原木駅

田京駅 

大仁駅

温泉駅

居住検討区域 

（約 33ha） 

居住検討区域 

（約 12ha） 

地域生活機能拠点 

将来的に居住検討

区域の設定につい

て検討する区域 

市街化区域 

（594.3ha） 
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